
個

人

番

号

児 童 手 当 関 係 届
　受付 審査 入力 照合 通知書

■ 認定請求書 □ 増額請求書 □ 被用者
　本庁 ・ 小 ・ 真 ・ 首

□ 消　滅　届 □ 減　額　届 □ 非被用者 受給者住民コード

 受給者個人番号

日 □ 変更届(口座・氏名・住所・保険・その他） □ 特例給付請 求 日 令 和 年 月

1 氏

名

ﾌﾘｶﾞﾅ

請

求

者

那 覇 市 長 宛

平成

　（　都 道 府 県　） （　市 区 町 村　）

那覇市

配偶者住民コード

（  　）私立学校教職員共済組合 

年　　月　　日
請

求

者

の

加

入

生 年 月 日

職
業

ア．会社員　　イ．自営

ウ．公務員　　エ．パート

オ．無職

カ．その他（　　　　　　　　　）

2
口座名義人名(カタカナ)

※請求者に限る
(配偶者・子名義不可)

（　　）地方公務員等共済組合 

（　　）日本郵政共済組合 
請求者：携帯電話番号

公金受取口座を利
用する場合☑

□
3

ア.厚生年金保険 *2

昭和

ウ.国民年金

（　　）文部科学省共済組合
口　　座　　番　　号 担当者確認印

1月1日時点の住所（1月～5月支給分は前年の１月1日、6月～12月支給分は本年の1月1日） （　　）公立学校共済組合
配偶者：携帯電話番号

(普) イ.その他（　　　　　　　　　　　）

配偶者

( 有 ・ 無 )

氏名

ﾌﾘｶﾞﾅ
生年
月日

配偶者住所
（請求者と別居の場合のみ記入）

昭和 ・ 平成 年

月

個
人
番
号

日

配
偶
者

同居 ・ 別居 *3

海外留学 *4

(　　　年 　　月～)
有 ・ 無 有 ・ 無

 請求者との続柄

生年月日
同居・別居・

海外留学の別
別居の場合は住所、

海外留学の場合は国名を記入
 提出者氏名

カ.その他 (　　　　　　）

（都道府県） （市区町村）

配偶者の
1月1日時点の住所

（1月～5月支給分は前年の１月1日、6月～12月支給分は本年の1月1日）

し

て

い

る

年

金

（　　）国家公務員共済組合 

銀行・信金・農協・労金 *1 支店・出張所 店番号

エ.年金受給中　　　カ.未加入

オ.任意継続　　　　キ.家族扶養

児童の兄姉等
（18歳に達する日以後の最
初の3月31日から22歳に達
する日以後の最初の3月31

日までの間にある者）

ウ.児童の生計を維持しなくなった。

□済

ア.児童を監護しなくなった。 　　□ 公務員退職辞令書 □済

□済

イ.高校生年代の児童を養育している 　　□ 消滅届 □済

ア.所得制限撤廃のため *5 □ 生計維持申立書　（本人のみ記載可）

・その他（　　　　　　　　　　　　　　　　） 　　□ 公務員採用辞令書

イ.児童と生計を同じくしなくなった。

*3 □ 別居監護申立書

　　　　（本人・配偶者のみ記載可）

□済

年　　月　　日

（フリガナ）

公務員の場合：勤務先 組合員種別

児童

（フリガナ）
続柄 生年月日

同居・別居・
海外留学の別

別居の場合は住所、
海外留学の場合は国名を記入

③
こ
の
請
求
書
を
提
出
す
る
時
は

、
請
求
者
の
普
通
預
金
通
帳
を
ご
持
参
く
だ
さ
い

。

①
う
ら
の
注
意
事
項
を
読
ん
で
か
ら
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。
②
太
線
内
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い

。

支

払

希

望

金

融

機

関

1月1日時点の住所（1月～5月分は前年、6月～12月分は本年）

公務員の場合：勤務先電話番号

　（　　             　     　  　)　　（短期　・　長期） （　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

続柄

職業

ア.会社員 イ.自営業 ウ.公務員 エ.パート オ.無職

現

住

所

    □ 受給資格申立書

令和

監護
の有無

生計関係

連絡先

16年　8月　1日

同居 ・ 別居 *3

海外留学 *4

(　　　年 　　月～)
有 ・ 無 有 ・ 無

備 考

同居 ・ 別居 *3

海外留学 *4

(　　　年 　　月～)
有 ・ 無 同一・維持 *5

*2 □ 健康保険証の写し ( 父 ・母 ) □済平成

令和 年　　月　　日
　 □ 監護相当・生計費の負担
　　　 についての確認書

□済同居 ・ 別居 *3

海外留学 *4

(　　　年 　　月～)

監護相当
の有無

生計費負担
の有無

氏名
必 要 添 付 書 類 不足説明

同居 ・ 別居 *3

海外留学 *4

(　　　年 　　月～)
有 ・ 無 同一・維持 *5

平成
*1 □ 通帳の写し　　　　（ 父 ・ 母 ） □済

年　　月　　日    (公金受取口座希望の場合は不要）

氏名

平成

平成

有 ・ 無 同一・維持 *5

平成

令和 年　　月　　日
□済

4 事　由　発　生　年　月　日
5

所　得　の　状　況 処　　理　　欄 審　査　用　添　付　書　類
令 和

　　□ 申立に係る事実証明書類

令和　　　年　　　月　　　日

認 定 請 求

□ 異動届の写し
□済認

定

及

び

増

額

の

理

由

・制度改正
令和　　　年分総所得金額(控除前） 円 □ 転出証明書の写し

法 第 8 条 第 3 項 適 用　（ 　有 　・　 無　 ）

年 月 日
譲 渡 所 得 有　　・　　無 認定・却下

改定年月日

□ 連絡票
特別控除後譲渡所得 円 支

給

月

額

の

内

訳

算定 人
関　係　書　類　保　留　通　知

商品先物取引 円
第1子・第2子 人　　　　　　　　　円

 □ 　　　　月　　　　日 保留通知扶養親族の数（内老人） 　　　　　　　人（　　　　）人

 □ 　　　　月　　　　日 督促通知
消

滅

及

び

減

額

の

理

由

第3子以降
（3歳未満含む）

人　　　　　　　　　円

控
除

雑損・医療費 円

エ.児童が入所又は里親委託された。 寡婦・ひとり親・勤労学生 円 支給開始
改定・消滅

令 和　　　　年　　　　月

月額　　　　　　　　　　　　　円オ.受給者が公務員になった。

　　□ 支給事由消滅通知書 □済

3歳未満 人　　　　　　　　　円小規模企業共済掛金 円 　　□ その他（　　　　 　　　　　　　　　　　） □済

 □ 　　　　月　　　　日 期限付督促 その他確認欄
□　支給開始月（申請遅れ）説明

障害・特別障害者 円

 □ 　　　　月　　　　日 却下(期限到達)
カ.所得最多者でなくなった。 □　公金受取口座の利用案内書交付済み受付確認

年月日
令和　　　年　　　月　　　日

○○

認 定（記入例） の中をご記入ください

令和6年1月1日の住所が那覇市外だった場合、記入し

てください。

同じ場合は、「同上」と記入してください。

那覇市内で別住所だった場合は記載不要です。

口座名義人は請求者と同一となります。

※児童・配偶者名義の口座にはできません。

個人番号を記入してください。

請求者が加入している年金を○で囲んでください。
※「ア」で共済組合の方は（ ）内に○をしてください。

※窓口で提出する場合

関係届を提出する方の名前を記入

してください。

令和6年10月1日と記入し、

アまたはイの該当するものに○をつけてくだ

さい。

※お子さんが枠の人数より多い場合、申請書をコピーしていただくか、

那覇市HPからこの申請書をダウンロード・印刷してご記入ください。

○○ △ ××

那覇 太郎

ナハ タロウ

生計の中心者（所得が高い方）が

請求者となります。

泉崎１－１－１

那覇 花子

ナハ ハナコ

7

那覇小学校 ○○〇-○○〇-○○○○

配偶者の職業が公務員の場合、

勤務先・組合員種別・勤務先電話番号を

記入してください。

組合員種別が不明な場合は、勤務先に

お問合せください。

ナハ タロウ

神奈川県○○市○○・・・
ナハ イチロウ

子那覇 一郎

児童の兄姉等欄は、養育している平成14年4月2日～平成18年4月1日生まれのお子さん

を記入してください。

児童欄は、養育している平成18年4月2日以降生まれのお子さんを記入してください。

※平成14年4月2日～平成18年4月1日の間に生まれたお子さんについて経済的負担が

あり、合わせて3名以上のお子さんを養育している場合、この申請書とは別に

「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。

別居している児童がいる場合は住所を記入してください。

※別居し児童を監護している場合、この申請書とは別に「別居監

護申立書」の提出が必要です。

神奈川

令和5年中に分離課税された譲渡所得（土地等、建物等の処分（売却

等）に伴う所得）がある場合は「有」を○で囲んでください。

「監護」とは、

簡単にいうと「面倒をみること、養育すること」をいいます。

例）児童の面倒をみている場合⇒「有」に〇

「生計費負担」がある場合⇒「有」に〇

「生計関係」は、

請求者が父母の場合⇒「同一」に〇

請求者が父母以外の場合⇒「維持」に〇

※請求者が父母以外の場合、この申請書とは別に、

「生計維持申立書」の提出が必要です。

※平成14年４月2日から平成19年4月1日の間に生まれたお子

さんについては、「監護相当・生計費の負担についての確認

書」の内容で審査します。


